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市が保有する公文書の公開請求はどなたでも行うことができます。個人情報の開示請求は、原則として本

人に限られていますが、未成年者の法定代理人及び成年後見人のかたが行うこともできます。なお、市が保

管する個人情報の利用の停止、または消去、外部機関への提供の停止を請求することもできます。

①市が定める請求書（市公式ホームページからダウンロードができます）に必要事項を記入して市へ提出（必

要事項が記載されていれば、任意の用紙でも構いません。また、持参できない場合は、郵送もしくはFAXで

の提出もできます）。

②市は提出された請求書の内容を審査し、公開・開示できるかどうかを決定して、その結果を文書で通知します。

③公開・開示の決定通知を受けたかたは、指定の日時に通知文書を持参し、ご来庁ください。

用紙による写しの交付を希望される場合は、１枚につき10円、ＣＤ-Ｒによる交付を希望される場合は、１枚

につき200円となります（ＣＤ-Ｒによる交付は、電磁的方式により記録された図面等に限ります。詳しくは、

お問い合わせください）。なお、送付を希望される場合は、別途送料が必要となります。

　昨年度、情報公開の請求は19人、個人情報の開示請求は11人が行いました。

　情報公開の請求件数は19件で、このうち７件が公開、７件が一部公開、５件が不存在でした（表１）。

　個人情報の開示請求件数は11件で、全て開示でした（表２）。

（表１）情報公開請求の実施機関別状況
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請求件数 処理件数

市　 長 18人 18件 ７件 ６件 ５件 ２件 ２件

教 育 長 １人 １件 ― １件 ― ― ―

合 計 19人 19件 ７件 ７件 ５件 ２件 ２件

（表２）個人情報開示請求の実施機関別状況

実施機関 請求人数 請求件数 開示

市　長 11人 11件 11件

情報公開・個人情報保護制度

令和６年度の利用状況
◎ 請求から公開・開示までの流れ

●問い合わせ　総務係☎22-2111

　情報公開・個人情報保護制度は、市が持つ情報を広く公

開するとともに、個人情報を適正に取り扱うために設けら

れている制度です。今月は令和６年度の公開請求状況や請

求から公開・開示までの流れなどをお知らせします。

　「令和７年国勢調査芦別市実施本部」
　　設置のお知らせ

　本年10月１日現在、日本国内に住むすべての人と世帯を

対象とした５年に１度の国勢調査が実施されます。

　市民の皆さんに広く周知を図り、調査を円滑に行うため、

次のとおり「令和７年国勢調査芦別市実施本部」

を設置することとしましたのでお知らせします。

○名称／令和７年国勢調査芦別市実施本部

○設置日／７月11日㈮

○設置場所／市役所３階第１会議室

○担当所管／総務部企画政策課企画係

○連絡先／〒075-8711　芦別市北１条東１丁目３番地

芦別市役所３階第１会議室「令和７年国勢調査芦別市実

施本部」☎23-3570　FAX22-9696

電子メール：kikaku@city.ashibetsu.hokkaido.jp

※実施本部設置前に国勢調査に関するお問い合わせがある

場合は企画係までご連絡をお願いします。

「国勢調査2025キャンペーンサイト」でも調査について紹

介していますのでぜひご利用ください。

URL:https://www.kokusei2025.go.jp/

●詳細／企画係☎27-7061

※審査請求のあった２件については、それぞれ一部公開と非公開とし

ていましたが、いずれも審査請求を認容し、公開としています。

芦別市都市計画審議会委員を募集

職 務 の
内 容

　都市計画法の規定に基づき、市長の諮問に
応じ、都市計画に関する事項の審議をしてい
ただきます。

募 集 人 員 ２人（委員総数10人以内）

応 募 資 格

①８月１日現在、満18歳以上のかた②市内に
居住されているかた③応募日現在、本市の他
の審議会などの委員を３つ以上兼ねていない
かた④応募日現在、本市の職員でないかた

委 員 の 任 期 ８月１日～令和９年７月31日

応 募 方 法

所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、持
参か郵送、FAXまたは電子メールで土木係へ
提出。電話及び口頭での受付けはしません。
○住所／芦別市役所都市建設課土木係
  （〒075-8711 芦別市北１条東１丁目３番地）
○FAX／22-9696
〇電子メール／doboku@city.ashibetsu.
　hokkaido.jp
※応募用紙が必要なかたは、市公式ホームー

ジからダウンロードもできます。

募 集 期 限 ７月22日㈫必着

選 考 方 法
選考委員会が書類選考により決定し、後日、
本人に通知します。

報 酬 な ど 条例に基づく報酬と交通費を支給します。

会 議 の 開 催
必要に応じて開催。平日の日中、２時間程度
を予定

●申込・詳細　土木係☎27-7380


